
認定件数 1

直売所名称

直売所開設者

直売所開設地

認定日 平成28年2月3日

平成27年度 市街化調整区域における新潟市農畜産物直売所設置について

北区農政協議会への
意見照会及び回答

曽我農園直売所

株式会社　曽我農園

新潟市北区木崎字尾山前759-2の内　

平成28年1月28日

申請者である株式会社曽我農園は，平成24年4月25日に農業経営改善
計画を認定された認定農業者であり，地域の重要な担い手である。
新たな直売所の設置により，収益を高めるとともにトマトをはじめとした農
産物の生産量増，品質向上に引き続き努め，農業経営改善計画の目標
達成に向けて取り組んでほしい。
よって，当該申請に対し，異議はありません。

資料３－２



直売所概要

直売所開設者 株式会社　曽我農園　代表取締役　曽我　新一

直売所開設地 新潟市北区木崎字尾山前759-2の内　

＜設置基準＞

項目 要件 適否 申請内容

・農業者

・農業法人

・農業者が組織する任意団体

・農業協同組合

・農産物又は，農畜産物加工品のみ。 ○ 要件どおり

・開設者自らの生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料と
して製造（加工）したものの割合が量的又は金額的に５割以上

○ 100%

・地場の農畜産物(市内)が量的又は金額的に８割以上
（残り２割は，農産物，農畜産物加工品であれば特に規定しない）

○ 同上

開発（敷地）面積 概ね1,000㎡未満（駐車場含む） ○ 144.90㎡

(1)延べ床面積は，200㎡以下（自転車置き場等の面積は含まな
い）とすること。

○ 38.79㎡

(2)自己の業務の用に供する建築物であること。 ○ 要件どおり

(3)平屋建てであること ○ 要件どおり

開設主体 ○ 農地所有適格法人

販売物要件

直売所定義
農業者，農業法人，農業者で組織する任意団体及び市内の農業
協同組合が，自ら生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料
として製造（加工）したものを販売する施設をいう。

○
100％自家農産物・
加工品を販売

(3)平屋建てであること。 ○ 要件どおり

(4)販売のための店舗及び管理施設（事務室，休憩室及び倉庫
等）であり，同一棟（自転車置き場等は除く）であること。

○ 要件どおり

(5)周辺地域の景観と調和すること。 ○
看板設置について
は，建設課と調整
するとのこと

(1)農用地区域内の設置においては，「農用地区域からの除外の
要件」を満たすこと。

○ 農用地区域外

(2)隣地の地権者，開設地が属する自治会，農家組合，農業協同
組合，土地改良区等から同意が得られること。

○ 要件どおり

(3)敷地内に自動販売機は設置しないこと。 ○ 要件どおり

(4)駐車場は，施設に見合った有効な台数を確保すること。 ○ 4台

要件どおり
（幅員6.0ｍの道路に
接する。）

その他

建築物

道路の幅員
建物の敷地は，6.0ｍ以上の道路(車両通行上支障のある部分は
含まない)に6.0ｍ以上接すること，かつ最寄りの道路の交差点
まで6.0ｍ以上の道路幅員があること。

○
















